
 

物品売払契約書 

 
１ 売払物品名 公用車 
 
２ 数 量 ３台 
 
３ 代 金 ￥        ．－ （内消費税額￥    ．－） 
 
４ 引 取 場 所 栃木県鹿沼市口粟野８３９－２ 
       独立行政法人水資源機構渡良瀬川ダム総合管理所思川開発建設所 

 
５ 履 行 期 間 自 令和 年  月  日 
        至 令和 年  月  日 
 
６ 引 取 期 限 代金納入後１０日以内 

（ただし、引取は契約書締結の翌日から３０日以内に完了すること。） 
 
７ 契約保証金 免除 
 
 
上記物品の売払いについて、売払人「独立行政法人水資源機構分任契約職渡良瀬川ダム総
合管理所長」と買受人「     」は次のとおり契約を締結し、信義に従って誠実にこ
れを履行するものとする。 
 
（代金の納付） 
第１条 買受人は、売払代金を売払人の発行する納入請求書により、指定された納付期限 

までに、売払人に納付するものとする。 
 
（所有権の移転） 
第２条 売払物品は、下見当時の現場有姿のままとし、その所有権は、買受人が代金を納 

付し、かつ、名義変更等の手続きが完了したとき、売払人より買受人に移転するものと 
する。 

 
（売払物品の引渡し等） 
第３条 買受人は、売払物品を引取ろうとするときは、あらかじめ、売払人にその旨を通 

（案） 



 

知しなければならない。 
２ 売払物品の引渡しは、買受人が売払人に売払物品の物品受領書と引替えに、当該売払 

物品の所在する場所において行うものとし、買受人は売払人の立会いを得てこれをすみ 
やかに引取る義務を負うものとする。 

３ 買受人は、引取りに要する費用及び名義変更等の諸手続に要する費用等を負担するも 
のとする。 

４ 買受人が引取期限までに売払物品の引取りを完了しないときは、売払人が特に承認し 
た場合を除き、売払人の都合により売払人が売払物品を処分することがあっても買受人 
は異議の申立てができない。 

５ 前項の場合においては、買受人は売払物品相当額の返還、その他いかなる請求もでき 
ない。 

 
（権利義務の譲渡等） 
第４条 買受人は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させ 

てはならない。ただし、売払人の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。 
 
（危険負担） 
第５条 物品の所有権が、売払人から買受人に移転した時から売払物品の引渡しの時まで 

において、売払人の責に帰することができない理由により当該売払物品が滅失又は毀損 
した場合の損害は、すべて買受人が負担するものとする。 

 
（契約不適合責任） 
第６条 買受人は、民法、商法および本契約の他の条項にかかわらず、引き渡された本物 

品が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないこと（以下「契約不適合」 

という。）を理由として、履行の追完の請求、代金の減免若しくは損害賠償の請求、又 
は契約の解除をすることができない。 

 
（履行期間の延長） 
第７条 買受人は、天災その他の不可抗力、又はその他買受人の責めに帰すことができな 

い理由により履行期間までに売払物品の取引を完了することができないときは、売払人 
に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により履行期間の延長を求めることがで 
きる。この場合における延長日数は、売払人と買受人とが協議して書面により定める。 

 
（履行遅滞の場合における損害金等） 
第８条 買受人の責めに帰する事由により、頭書の引取期限内に当該物品の引取を完了し 

ないときは、売払人は、買受人からの書面による申し出により、遅滞金を徴収すること 



 

を条件に引取期限の延長を承認することができる。 
２ 前項に規定する遅滞金の額は、遅滞日数１日に付き頭書の代金額に対し年５パーセン 

トの割合で計算した額とする。 
３ 前項に規定する遅滞金及び第９条第２項による違約金の納付は、売払人が発行する納 

入請求書により指定された期日までに納付しなければならない。 
 
（談合等不正行為があった場合の違約金等） 
第９条 買受人が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、買受人は、売払人の請 

求に基づき、契約金額（この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の 
契約金額）の１０分の１に相当する額を違約金（損害賠償額の予定）として売払人の指 
定する期間内に支払わなければならない。 
一 この契約に関し、買受人が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 

２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は買 
受人が構成事業者である事業団体が独占禁止法第８条第１号の規定により違反したこ 
とにより、公正取引委員会が買受人に対し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止 
法第８条の３において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以 
下「納付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付 
命令が独占禁止法第５１条第２項の規定により取り消された場合を含む。）。 

二 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令 
（これらの命令が買受人又は買受人が構成事業者である事業者団体（以下買受人等と 
いう。）に対して行われたときは、買受人等に対する命令すべてが確定した場合にお 
ける当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。）におい 
て、本契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行 
としての事業活動があったとされたとき。 

三 納付命令又は排除措置命令により、買受人等に独占禁止法第３条又は第８条第１号 
の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取 
引分野が示された場合において、本契約が当該期間（これらの命令に係る事件につい 
て、公正取引委員会が買受人に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該 
納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。） 
に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当 
するものであるとき。 

四 この契約に関し、買受人（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法 
（明治４０年法律第４５号）第９６条の３又は独占禁止法第８９条第１項第１号若し 
くは第９５条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 
２ 買受人が前項の違約金を売払人の指定する期間内に支払わないときは、買受人
は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年５パーセントの



 

割合で計算した額の遅延利息を売払人に支払わなければならない。 
 
（契約の解除） 
第１０条 売払人は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することが 
できる。 

一 買受人が納入請求書により指定された納付期限内に契約金額を納付しないとき。 
二 買受人が引取期限内に売払物品の引取を開始しないとき。 
三 買受人に本契約に関する義務履行の意思がないと認められたとき。 
四 買受人が次のいずれかに該当するとき。 

イ 役員等（法人の役員又はその支店若しくは事務所の代表者をいう。以下この号
において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法
律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員
（以下この号において「暴力団員」という。）であると認められるとき。 
ロ 暴力団（暴力団対策法第２条第２項に規定する暴力団をいう。以下この号にお
いて同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害
を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められると
き。 
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する
など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している
と認められるとき。 
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認
められるとき。 

２ 買受人は前項の規定により契約が解除されたときは、契約金額の１０分の１に相当
する額を違約金として売払人の指定した期限までに納付しなければならない。 
３ 売払人は第１項の規定により契約を解除したときにおいて、買受人が納入した契約
金額があるときは、これを返還する。ただし、当該返還金に利息は付さない。 

 
（返還金の相殺） 
第１１条 売払人は、前条第３項の規定により代金を返還する場合において、買受人が違 

約金又は損害金を売払人に支払うべき義務があるときは、返還する代金の全部又は一部 
と相殺する。 

 
（契約の締結に要する費用） 
第１２条 この契約の締結及び履行に関する一切の費用は、すべて買受人の負担とする。 
 



 

（専属的合意管轄） 
第１３条 売払人及び買受人は、この契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、訴訟物 

の価額に従い〔宇都宮〕簡易裁判所又は〔宇都宮〕地方裁判所を第一審の専属的合意管
轄裁判所とすることに合意する。 

 
（契約外の事項） 
第１４条 この契約に定めのない事項又はこの契約において疑義を生じた事項については 

売払人と買受人が協議して定めるものとする。 
 
上記契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 
 
 

令和  年  月  日 
 

 
売払人 住 所 群馬県みどり市東町座間５６４－６ 

氏 名 独立行政法人水資源機構分任契約職 
渡良瀬川ダム総合管理所長 一ノ瀬 泰彦  印 

  
 
買受人 住 所  

氏 名  


